
○ 補足的な評価項目としては、有病者又は予備群のままであったとしても、リ

スク数の減少などが想定される。 

○ 健診・保健指導の費用と医療費の削減効果が比較できる仕組みが必要である。 

○ 医療保険者は、被保険者に対して健診・保健指導の総合的評価を情報提供す

ることが必要である。 

 

⑤健診受診者個人の評価 

○ 健診受診者ごとの腹囲、体重、血圧等の改善も評価すべきである。 

○ 腹囲の増加、体重の増加等が認められないこと、追加リスクがないこと（現

状維持）も評価すべきである。また、追加リスクがある場合であっても腹囲等

が減少したことを評価すべきである。 

○ 動機づけ支援、積極的支援の対象者については、生活習慣の変化（食事、運 

動、喫煙等）、行動変容の準備段階（ステージ）の変化、設定目標の達成状況 

についても評価すべきである。 

 

注）詳細な手順等については、厚生労働科学研究費補助金による研究事業におい

て、「健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理」が取りまとめられ

る予定。 
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